


図表－1　◆高額療養費制度の負担限度額の引き上げ　<70歳以上＞ ※政府の当初案 （□内は現行からの引上げ率）

①　2025.8～2026.7 細分化（万円） ②　2026.8～2027.7 ③　2027.8～

区分 年収換算（課税所得） 負担割合 現行 定率引き上げ
年収換算
(課税所得)

上限額<世帯ごと>(円) 上限額<世帯ごと>(円)

1
約1,650～

国保・後期：1,107～
367,200＋１%
<多数：203,700>

444,300＋１%
<多数：246,600>

2
約1,410～約1,650
国保・後期：900～

325,200＋１%
<多数：180,300>

360,300＋１%
<多数：199,800>

3
約1,160～約1,410
国保・後期：737～

290,400＋１%
<多数：161,100>

290,400＋１%
<多数：161,100>

4
約1,040～約1,160
国保・後期：614～

220,200＋１%
<多数：122,400>

252,300＋１%
<多数：140,100>

5
約950～約1,040
国保・後期：504～

204,300＋1％
<多数：113,400>

220,500＋1％
<多数：122,400>

6
約770～約950

国保・後期：389～
188,400＋1％
<多数：104,700>

188,400＋1％
<多数：104,700>

7
約650～約770

国保・後期：280～
113,400＋１%
<多数：63,000>

138,600＋１%
<多数：76,800>

8
約510～約650

国保・後期：203～
100,800＋1％
<多数：55,800>

113,400＋1％
<多数：63,000>

9
約370～約510

国保・後期：145～
88,200＋1％
<多数：48,900>

88,200＋1％
<多数：48,900>

10
約260～約370
国保・後期：57～

69,900  <多数：47,400>
来特例：28,000

（年間上限：224,000）

79,200  <多数：48,300>
外来特例：28,000

（年間上限：224,000）

11
約200～約260
国保・後期：28～

65,100<多数：46,800>
外来特例：28,000

（年間上限：224,000）

69,900<多数：47,400>
外来特例：28,000

（年間上限：224,000）

低
Ⅱ

住民税非課税 24,600
外来特例:8,000

25,300
外来特例:8,000

13 住民税非課税 25,300
外来特例：13,000

25,300
外来特例：13,000

低
Ⅰ

住民税非課税
(所得が一定以下)

15,000
外来特例：8,000

15,400
外来特例：8,000

14
住民税非課税

（所得が一定以下）
15,400

外来特例：8,000
15,400

外来特例：8,000

12

区
分

60,600<多数：46,500>
外来特例：20,000
（年間上限160,000）

（注1）年収額は目安の額であり、実際の所得区分の判定基準は月収（標準報酬月額）、課税所得が用いられる。
（注2）「＋1％」は、定率窓口負担額（T）を超える医療費（医療費－T/0.3）に対して1％の自己負担を求めるもの。
（注3）「多数回該当」は、直近1年間で3回、高額療養費の支給対象となった場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに下がる制度。
（注4）「外来特例」は、70歳以上で、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の上限を低く抑え、さらに1年間の合計額について、
14.4万円の上限を設けている。

60,600
<多数：46,500>

外来特例
18,000

(年間上限：14.4万円)

252,600＋１%  （注2）
<多数回該当：140,100>

（注3）

167,400＋１%
<多数回該当：93,000>

80,100＋１%
<多数回該当：44,400>

現
役
並
み
Ⅲ

現
役
並
み
Ⅱ

現
役
並
み
Ⅰ

一
般

◆高額療養費の負担限度額は、2025年8月、2026年8月、2027年8月と3段階で引き上げられる。
◆2025年8月の引上げ率は「最大15％」だが、2027年8月の最大の引き上げ率は「76％増」となる。
◆70歳以上の低所得層等の外来特例の年間上限も14.4万円から22.4万円（56％増）に引き上げられる。

3割

70-74歳
2割

75歳以上
1割

年収約1,160万円～ （注1）
健保：標報83万円以上
／国保・後期：課税所得

690万円以上

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
／国保・後期：課税所得

380万円以上

～年収約370万円
健保：標報26万円以下
／国保・後期：課税所得

145万円未満

年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
／国保・後期：課税所得

145万円以上

60,600<多数：46,500>
外来特例：20,000
（年間上限160,000）

57,600
<多数回該当：44,400>

外来特例　（注4）
18,000

(年間上限:14.4万円)

月単位の上限額（円）　

290,400＋1％
<多数：161,000>

188，400＋1％
<多数：104,700>

88，200＋1％
<多数48,900>

～約200
国保・後期：28未満

+2.8%

+2.7%

+5%

+10%

+12.5%

+15% +76%

+43%

+15%

+13%

+32%

+51%

+10%

+42%

+73%

+38%

+21%

+5%

+2.8%

+2.7%

◆出所：厚労省「医療保険部会」資料等

より「連合OBOG会」作成
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図表－2　◆高額療養費制度の負担限度額の引き上げ　<70歳未満＞ ※政府の当初案 （□内は現行からの引上げ率）

①2025.8～2026.7 細分化（万円） ②　2026.8～2027.7 ③　2027.8～

年収換算（課税所得） 負担割合 現　行 定率引き上げ
年収換算

健保(標準報酬月額)
月単位の上限額(円) 上限額(円)

1
約1,650万円～

月収：127万円以上
367,200＋１%
<多数：203,700>

444,300＋１%
<多数：246,600>

2
約1,410～約1,650
103万～121万円

325,200＋１%
<多数：180,300>

360,300＋１%
<多数：199,800>

3 約1,160～約1,410
83万～98万円

290,400＋１%
<多数：161,100>

290,400＋１%
<多数：161,100>

4
約1,040～約1,160

71万～79万円
220,200＋１%
<多数：122,400>

252,300＋１%
<多数：140,100>

5
約950～約1,040
62万～68万円

204,300＋1％
<多数：113,400>

220,500＋1％
<多数：122,400>

6 約770～約950
53万～59万円

188,400＋1％
<多数：104,700>

188,400＋1％
<多数：104,700>

7
約650～約770
44万～50万円

113,400＋１%
<多数：63,000>

138,600＋１%
<多数：76,800>

8
約510～約650
36万～41万円

100,800＋1％
<多数：55,800>

113,400＋1％
<多数：63,000>

9 約370～約510
28万～34万円

88,200＋1％
<多数：48,900>

88,200＋1％
<多数：48,900>

10
約260～約370
20万～26万円

69,900
<多数：47,400>）

79,200
<多数：48,300>

11
約200～約260
16万～19万円

65,100
<多数：46,800>

69,900
<多数：47,400>

オ 住民税非課税 35,400
<多数回該当：24,600>

36,300
＜多数：25,200＞

13 住民税非課税 36,300
<多数：46,500>

36,300
<多数：46,500>

（注1）年収額は目安の額であり、実際の所得区分の判定基準は月収（標準報酬月額）、国保の課税所得が用いられる。

（注2）義務教育就学前の子どもは2割負担。

（注3）「＋1％」は、定率窓口負担額（T）を超える医療費（医療費－T/0.3）に対して1％の自己負担を求めるもの。　

(注4)「多数回該当」は、直近1年間で3回、高額療養費の支給対象となった場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに下がる制度。

区
分

ア

年収約1,160万円～ 　（注1）
健保：標報83万円以上

／国保・旧ただし書き所得
901万円超

252,600＋１%  （注3）
<多数回該当：140,100>

（注4）

290,400＋1％
<多数：161,000>

区
分

エ

～年収約370万円
健保：標報26万円以下

／国保・旧ただし書き所得
210万円以下

57,600
<多数回該当：44,400>

60,600
<多数：46,500>

イ

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
／国保・旧ただし書き所得

600～901万円

167,400＋１%
<多数回該当：93,000>

188，400＋1％
<多数：104,700>

ウ

年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
／国保・旧ただし書き所得

210～600円以下

80,100＋１%
<多数回該当：44,400>

88，200＋1％
<多数：48,900>

月単位の上限額（円）　

12
～約200万円
15万円以下

60,600
<多数：46,500>

60,600
<多数：46,500>

3割
（注2）

+2.5%

+5%

+10%

+12.5%

+15% +76%

+43%

+15%

+13%

+32%

+51%

+10%

+42%

+73%

+38%

+21%

+5%

+2.5%

◆出所：厚労省「医療保険部会」資料等

より「連合OBOG会」作成
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